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第 1編 概要 

１ 目的 

建設工事における社会保険未加入対策を推進することで、技能労働者の処遇の向上を

図り、建設業の持続的な発展に必要な人材、特に若年労働者の確保につなげるとともに、

法定福利費を適正に負担する業者による公平で健全な競争環境の構築を目的とする。 

 

２ 対策の内容 

（１）神戸市行財政局契約監理課（以下、「契約監理課」。）が契約手続を行う建設工事（水

道局、交通局にて契約手続を行う建設工事を含む。）において、社会保険未加入建設

業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。以下同じ｡）とすることを原則禁止す

る。 

（２）元請負人（工事請負契約の請負人。以下同じ）は、下請負人の健康保険、厚生年

金保険及び雇用保険の加入状況を確認の上、施工体制台帳を作成し、その写しを神

戸市に提出する。 

（３）元請負人は、社会保険未加入建設業者である下請負人を把握したときは、適切に

加入指導を行う。 

（４）神戸市は、元請負人が社会保険未加入建設業者を下請負人とし、是正の指導に従

わない場合は、元請負人に対して次の措置を行う。 

①社会保険未加入建設業者が一次の下請負人である場合 

ア 違約罰の請求（当該下請負人と元請負人との契約金額の１０％） 

イ 指名停止（３月）※ 

ウ 工事成績評定の減点（２０点） 

エ 契約解除，違約金の請求を行うことがある。 

②社会保険未加入建設業者が二次以下の下請負人である場合 

ア 違約罰の請求（当該下請負人と上位の下請負人との契約金額の５％） 

イ 指名停止（１月）※ 

ウ 工事成績評定の減点（１３点） 

※ 当該未加入建設業者が神戸市の入札参加資格を有している場合は、当該未加入

建設業者に対して、未加入状態が解消されるまでの間または３ヵ月（書類の虚偽

記載が認められれば６ヵ月）のうち、いずれか長い方の期間について指名停止を

行う。 

（５）神戸市は、元請負人が社会保険に未加入であることが判明した場合は、元請負人

に対して次の措置を行う。 

ア 違約罰の請求（契約金額の１０％） 

イ 指名停止（未加入状態が解消されるまでの間または３ヵ月（書類の虚偽記載

が認められれば６ヵ月）のうち、いずれか長い方の期間） 

ウ 工事成績評定の減点（２０点） 

エ 契約解除，違約金の請求を行うことがある。 

 

３ 社会保険未加入建設業者の定義 

次のいずれかの届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭和24年法律第
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100号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)を

いう。 

①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 

②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 

③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出 
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４ 手続きフロー 

（１）契約締結まで 

時期 手続きフロー 

入札参加資格

申請時 

【入札参加資格申請業者→契約監理課】暴力団等の排除及び適正な労働条件

の確保に係る誓約書の提出 

入札公告時等 

【契約監理課】一般競争入札、指名競争入札の場合、入札説明書、指名通知書

に下請負人は社会保険加入業者に限定する旨記載 

【工事担当課】随意契約の場合は、元請負人が社会保険加入業者である旨を

確認し、下請負人は社会保険加入業者に限定する旨伝える。 

【元請負人→契約監理課】神戸市契約等からの暴力団関係者排除、労働者の

適正な労働条件に係る誓約書(元請用)（様式 A）の提出 

契約締結時以

降 

【元請負人→契約監理課】神戸市が必要性を認めた場合、元請負人を通じて

下請負人に対し、神戸市契約等からの暴力団関係者排除、労働者の適正な

労働条件に係る誓約書(下請用)（Ｂ）の作成及び提出を指示する。 

（２）契約締結後 

手続きフロー 

  

元 

請  工 事 

負  担当課 

人 

施工体制台帳の写しの提出 

※元請負人は下請負人の社会保険加入状況を確認する。 

※工事担当課は記載漏れがあれば記載指導を行う。 

※「未加入」の記載があった場合、記載ミスではないか口頭で確認 

※元請負人は契約締結時及び施工中において下請負契約後速やかに

（但し完成期限の前日から起算して 14 日前まで）に施工体制台

帳の写しを提出する。（提出がない場合は、工事担当課は違反あり

として、⑥の手続きを行う。） 

↓                             ↓ 

「未加入」の元請負人・下請負人が     「加入」「適用除外」の元請負人・ 

ある場合                  下請負人のみの場合 

↓ 

工事担当課 

元請負人が未加入であった場合は、請負契約

審査会事務局（契約監理課長）に報告する。

（様式２） 

      ↓ 

 

工事担当課 

下請負人が未加入であった場合は、神戸市よ

り打合せ簿にて元請負人に特別事情等申請

書（様式Ｃ）の提出を指導する。また、契約

監理課に打合せ簿、施工体制台帳の写しを提

出する。 

 

措置なし 

契約監理課 技術管理委員会に連絡する。 

 技術管理委員

会事務局 

各局工事担当課に周知し、該当業者へ指導等

の対応を依頼する。（様式７） 

→ 

① 

② 

④ 

③ 



6 

 

 

 

↓ 

１次下請負人が未加入の場合 ２次下請負人以降が未加入の場合 

  

元請負人より工事担当課に特別事情等申

請書の提出 

↓ 

工事担当課による確認 

特 別 事 情

等 申 請 書

より 

適用除外を

確認 

違反なし 

（⑦へ） 

「特別な事

情」あり 

下記 

５－１へ 

「特別な事

情」なし 

違反の疑い 

（⑥へ） 

期限までに提出なし 

 

５－１ 

↓ 

神戸市より打合せ簿にて元請負人に社保

加入等を指導 

↓ 

元請負人より神戸市に社会保険に加入し

たことが確認できる資料（確認資料）を提

出 

↓ 

工事担当課による確認・指導 

社会保険加入を確認 

違反なし 

（⑦へ） 

社会保険に加入してい

る下請負人に変更を確

認 

社保加入を確認できず 
違反の疑い 

（⑥へ） 
期限までに資料の提出

なし 

  

  

元請負人より工事担当課に特別事情等申

請書の提出 

↓ 

工事担当課による確認 

特 別 事 情

等 申 請 書

より 

適用除外を

確認 

違反なし 

（⑦へ） 

「特別な事

情」あり 

「特別な事

情」なし 

下記 

５－１へ 

期限までに提出なし 違反の疑い 

（⑥へ） 

 

５－１ 

↓ 

神戸市より打合せ簿にて元請負人に社保

加入等を指導 

↓ 

元請負人より神戸市に社会保険に加入し

たことが確認できる資料（確認資料）を提

出 

↓ 

工事担当課による確認・指導 

社会保険加入を確認 

違反なし 

（⑦へ） 

社会保険に加入してい

る下請負人に変更を確

認 

社保加入を確認できず 
違反の疑い 

（⑥へ） 
期限までに資料の提出

なし 

  

↓                        ↓ 

違反の疑いがある                 違反なし 

↓                        ↓ 

工事担当課 
請負契約審査会事務局（契約監理課

長）に報告（様式２） 

 元 

工 事  請 

確認結果

（様式
→ 

⑥ 
⑦ 

⑤ 
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担当課  負 

人 

１） 

の交付 

 ↓ 

      ↓ 

工事担当課 

契約監理課 

契約監理課と工事担当課が元請負人にヒアリングを行い違反事実の確

認を行う。 

     ↓                             ↓ 

違反あり                         違反なし 

 ↓ 

工事担当課 

契約監理課 

ヒアリングの結果、契約解除を要する場合は、請負契

約審査会にて審議する。 

 ↓ 

契約監理課 確認・審査会等の結果を関係課に通知（様式３） 

↓                       ↓ 

違反あり                     違反なし 

↓                       ↓ 

ペナルティの実施  元 

工 事 請 

担当課 負 

人 

確認結果

（様式

１）の交

付 

契約監理課 

(水道局・ 

 交通局) 

契約解除（様式４）、指名停止、違約

罰の予告（様式５）、工事要求課への

通知（様式６） 

契約保証金を違約罰等へ充当 

工事要求課 

(工事代金 
支出担当課) 

違約罰等の請求、未払工事代金との

相殺 技術管理委

員会事務局 

各局工事

担当課へ

連絡（様

式７） 
工事担当課 工事成績評定での減点 

技術管理委
員会事務局 

各局工事担当課へ連絡（様式７） 

  

 

  

⑧ 

⑨ 

⑩ 

→ ⑫ 

⑪ 
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第 2編 神戸市が行う事務手続（第 1編 ４手続きフロー図を参照） 

※①等は（２）フロー図の   等を指す。 
 
１ 契約締結まで 

①入札参加資格申請時 

・神戸市（契約監理課）は、社会保険未加入建設業者を下請負人としないことを記

した「暴力団等の排除及び適正な労働条件の確保に係る誓約書」を受領する。 

②入札公告時等 

・神戸市（契約監理課）は、一般競争入札、指名競争入札の場合、入札説明書、指

名通知書に下請負人は社会保険加入業者に限定する旨記載する。 

・神戸市（工事担当課）は、随意契約の場合、元請負人が社会保険加入業者である

旨を口頭にて確認し、下請負人は社会保険加入業者に限定する旨口頭にて伝える。 

・神戸市（契約監理課）は、社会保険未加入建設業者を下請負人としないこと、施

工体制台帳の写しを速やかに提出すること等を記した「神戸市契約等からの暴力

団関係者排除及び適正な労働条件の確保に係る誓約書（元請用）」（様式Ａ）を受領

する。 

③契約締結時以降 

・神戸市（契約監理課）は、必要性を認めた場合、元請負人を通じて下請負人に対

し、「神戸市契約等からの暴力団関係者排除及び適正な労働条件の確保に係る誓約

書（下請用）」（様式Ｂ）の作成及び提出を指示する。 

２ 契約締結後 

（１）神戸市（工事担当課）は、施工体制台帳の写しにより、元請負人及び下請負人の

社会保険加入状況を確認する。記載漏れがあった場合は記載するよう指導する。① 

※建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項に規定する建設業者、いわ

ゆる「建設業許可業者」が指導の対象となる。なお、全次数の下請負人が指

導の対象となる。建設業許可を有しない下請負人についても、施工体制台帳

に社会保険の加入状況を記載する必要はある。 

※建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などにかか

る建設業許可を有しない下請負人については、指導の対象とはならない。 

社会保険加入義務に関しての問い合わせを元請負人から受けた場合は、元請負人

の責任により、必要に応じて日本年金機構（年金事務所）や厚生労働省（公共職業安

定所）に問い合わせて確認するよう指導する。 

完成期限の前日から起算して14日前までに施工体制台帳の写しの提出がない場合

は、工事担当課は違反ありとして、下記（７）②の手続きを行う。 

完成期限の前日から起算して14日前までに、元請負人及び下請負人の社会保険加

入状況について神戸市が確認できない場合は、「違反あり」と認定し、下記（７）②

の手続きを行う。これには本市が必要な指導を行う期間がとれない場合も含まれる。 

 

（２）施工体制台帳の写しの健康保険等の加入状況－保険加入の有無欄の記載がすべて

「加入」または「適用除外」の場合は、問題ないためその後の措置は不要となる④。 

 

① 
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（３）神戸市（工事担当課）は、元請負人について、施工体制台帳の写しの健康保険等

の加入状況－保険加入の有無欄の記載が「未加入」であった場合、記載ミスではな

いか口頭で確認し記載ミスではない場合は、下記（７）②の手続きを行う。② 

 

（４）神戸市（工事担当課）は、下請負人について、施工体制台帳の写しの健康保険等

の加入状況－保険加入の有無欄の記載が「未加入」であった場合、記載ミスではな

いか口頭で確認し記載ミスではない場合は、工事打合簿（記載例）により、指示日

の翌日から起算して７日以内（完成期限の前日から起算して14日前までを限度）に

元請負人に特別事情等申請書（様式Ｃ）の提出を指示する。指定した期日までに必

要な手続きがとられない場合は、工事請負契約約款第４５条の４第１項の規定に違

反することとなる旨を併せて通知する。③ 

また、打合せ簿、施工体制台帳の写しを契約監理課に提出する。 

契約監理課は、技術管理委員会事務局に当該下請事業者について情報提供を行う。 

技術管理委員会事務局は、各局工事担当課に周知し、手持ち工事の下請負人に当

該違反者がある場合、当該工事の元請負人に対して本事務処理要領に定める指導を

行うよう依頼する（様式７。通知日時点で完成期限の前日から起算して14日を経過

している工事は対象外とする）。工事担当課は、手持ち工事の施工体制台帳を確認し、

必要な指導を行う。 

 

（５）指定した期日までに特別事情等申請書の提出がない場合は、工事担当課は違反あ

りとして、下記（７）②の手続きを行う。⑤ 

 

（６）提出された特別事情等申請書を確認（提出された資料だけでは事実確認ができ
ない場合や記載内容に不明な点がある場合など必要があれば元請負人へのヒアリ
ングを実施する。）した結果、引き続き社会保険への加入を指導する必要がある場
合は、以下①～②のいずれかの措置をとるよう指示を行う。⑤（５－１） 

指定した期日までに必要な手続きがとられない場合は、工事請負契約約款第４５

条の４第１項の規定に違反することとなる旨を併せて通知する。 

※指定した期日は、原則、指示日の翌日から起算して30日以内の期日とする。 

下請負人が未加入であり、元請負人が当該社会保険未加入建設業者に対して 

適切な指導を行っていると認められる場合は、二次の下請負人は指示日の翌

日から起算して60日、三次以下の下請負人は指示日の翌日から起算して90日

まで期日に延長可能とする。但し、いずれの場合も完成期限の前日から起算

して14日前までを限度とする。 

期日の延長は、下請負人の社会保険加入状況の確認にかかる期限の延長に 

ついて（様式Ｄ）により申請を受け、延長承認・不承認を元請負人に通知す

る。 

①社会保険未加入建設業者である下請負人に対して社会保険の加入指導を行い、指

示日の翌日を起算日として30日以内（但し完成期限の前日から起算して14日前ま

で）に施工体制台帳の訂正分の写し及び社会保険に加入したことが確認できる書

類（※１）を提出する。 

②（低入札価格調査を実施した工事請負契約の一次下請負人以外の場合かつ工事の
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進捗上支障のない場合）社会保険に加入している建設業者である下請負人に変更

し、指示日の翌日を起算日として30日以内（但し完成期限の前日から起算して14

日前まで）に施工体制台帳の写し及び社会保険に加入したことが確認できる書類

（※１）を提出する。 

 

（７）（６）による指示後の手続き 

①期限内に指示どおりの必要書類が提出された場合 

神戸市（工事担当課）は、適切に手続きができているかの確認を行う。提出され

た資料だけでは事実確認ができない場合や記載内容に不明な点がある場合など必

要があれば元請負人へのヒアリングを実施する。⑤ 

ア 適切に手続きができていると認定した場合 

神戸市（工事担当課）は、元請負人に対し、適切に手続きを行ったと認めた

旨を通知する。（様式１）⑦ 

イ 適切に手続きができていると認められない場合 

神戸市（工事監督担当課長）は、神戸市請負契約審査会事務局（契約監理課）

に報告する。（様式２）⑥ 

②期限内に指示どおりの必要書類が提出されなかった場合 

神戸市（工事監督担当課長）は、神戸市請負契約審査会事務局（契約監理課）に

報告する。（様式２）⑥ 

 

（８）神戸市請負契約審査会事務局（契約監理課）での手続き 

①神戸市請負契約審査会事務局（契約監理課）は、工事監督担当課長からの報告に

より、違反事実の認定を行う。必要があれば、工事担当課同席のもと元請負人か

らヒアリングを行う。⑧ 

②神戸市請負契約審査会事務局（契約監理課）は、悪質な違反であるなど契約解除

を要する場合には、請負契約審査会に付議を行う。審査会には工事担当課も同席

する。⑨ 

③神戸市請負契約審査会事務局（契約監理課）は、認定・審議結果を工事担当課、工

事要求課（工事代金支出担当課）、各技術管理委員会事務局、契約監理課へ通知す

る（様式３）。⑩ 

 

（９）神戸市請負契約審査会の結果を受けた措置 

①上記（８）により違反なしと認定された場合 

ア 神戸市（工事担当課） 

・元請負人に対し、特別事情を有すると認めた旨等を通知する。（様式１）⑫ 

イ 技術管理委員会事務局 

（建設局技術管理課、建設局下水道部施設課、建築住宅局技術管理課） 

・各局工事担当課に周知（様式７）し、手持ち工事に下請負人がある場合、この通知

により対象事業者が〔健康保険・厚生年金補年・雇用保険〕に加入したものとして

取り扱い、元請負人に対して「様式１【特別の事情等の確認結果】」の交付を依頼

する。 

②上記（８）により違反ありと認定された場合⑪ 
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ア 契約監理課 

・契約解除（様式４）、指名停止、違約罰の予告（様式５）、工事要求課への通知（様

式６）、契約保証金を違約罰（又は違約金）へ充当の実施 

イ 工事担当課 

・工事成績評定の減点の実施 

・引き続き、元請負人及び当該下請負人に対する社会保険への加入指導、または、

下請負人の変更を口頭にて指導する（重ねてのペナルティは課さない）。 

ウ 工事要求課（工事代金支出担当課） 

・違約罰等の請求、未払い工事代金との相殺 

エ 技術管理委員会事務局 

（建設局技術管理課、建設局下水道部施設課、建築住宅局技術管理課） 

・違反した事業者について各局工事担当課に周知し、手持ち工事の下請負人に当該

違反者がある場合、当該工事の元請負人に対して本事務処理要領に定める指導を

行うよう依頼する（様式７。通知日時点で完成期限の前日から起算して14日が経

過している工事は対象外とする）。工事担当課は、手持ち工事の施工体制台帳を確

認し、必要な指導を行う。 

 

（※１）確認書類 ただし、（＊）は受理印のあるものに限る。 

＜健康保険・厚生年金保険＞ 

・健康保険・厚生年金保険新規適用届の写し（＊） 

・保険料の領収書又は納入証明書の写し 

・標準報酬決定通知書の写し 

＜雇用保険＞ 

・雇用保険適用事業所設置届の写し（＊） 

・保険料の領収書又は納入証明書の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）の写し 

・労働保険概算・確定保険料申告書の写し 
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第 3編 元請負人が行う事務手続（第 1編 ４手続きフロー図を参照） 

※①等は（２）フロー図の   等を指す。 

 

１ 契約締結前 

（１）次の書類を神戸市（契約監理課）に提出する。 

 ①入札参加資格申請時 

社会保険未加入建設業者を下請負人としないことを記した「暴力団等の排除及び

適正な労働条件の確保に係る誓約書」 

②入札公告時等 

社会保険未加入建設業者を下請負人としないこと、施工体制台帳等を速やかに提

出することを記した「神戸市契約等からの暴力団関係者排除及び適正な労働条件

の確保に係る誓約書（元請用）」（様式Ａ） 

③契約締結時以降 

神戸市（契約監理課）から指示があった場合、下請負人に対し、「神戸市契約等か

らの暴力団関係者排除及び適正な労働条件の確保に係る誓約書（下請用）」（様式

Ｂ）の作成及び提出を指示する。 

 

２ 契約締結後 

（１）契約締結時及び施工中において、下請負人の社会保険加入状況を確認（必要に応

じて日本年金機構（年金事務所）や厚生労働省（公共職業安定所）に確認）した上

で下請負人を決定し、「施工体制台帳」の写しを、下請負契約後速やかに（遅くとも

完成期限の前日から起算して14日前まで）神戸市（工事担当課）に提出する①。 

※施工中においても、下請負人が決定した都度、速やかに提出すること。 

 

〔国民健康保険組合（建設国保等）の注意点＜適用除外承認＞〕 

法人等の従業員であっても「国民健康保険組合」と「厚生年金保険」の組み合わせで

あれば問題ない。 

⇒法人や雇用する常用労働者が５人以上の個人事業所の従業員であっても、年金事務

所へ必要な手続き（健康保険被保険者適用除外申請による承認）を行って国民健康

保険組合に加入している場合は、改めて協会けんぽに入り直すことは求められてい

ない。（第５編 １適切な保険の確認シート等（国土交通省ホームページより）を参

照） 

 

（２）下請負人に社会保険未加入建設業者があった場合は、神戸市からの指導等に基づ

き次の手続を実施する。（「第1編 ４手続きフロー図を参照） 

① 特別事情等申請書（様式Ｃ）を神戸市（工事担当課）に提出。 

② 社会保険未加入建設業者である下請負人に対して社会保険の加入指導

を行い、施工体制台帳の写しの訂正分及び社会保険に加入したことが確

認できる書類（※１）を神戸市（工事担当課）に提出。 

③ （低入札価格調査を実施した工事請負契約の一次下請負人以外の場合）

① 
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社会保険に加入している建設業者である下請負人に変更し、施工体制台

帳の写し及び社会保険に加入していることが確認できる書類（※１）を

神戸市（工事担当課）に提出。 

④ 申請内容に関するヒアリング等への対応。 

指導を要する下請負人が２次以下の下請負人の場合で、指定された期限の延長を

希望する場合は、下請負人の社会保険加入状況の確認にかかる期限の延長について

（様式Ｄ）により申請する。 

※元請負人が当該社会保険未加入建設業者に対して 適切な指導を行っている

と認められる場合は、二次の下請負人は指示日の翌日から起算して60日、三次

以下の下請負人は指示日の翌日から起算して90日まで期日を延長可能とする。

但し、いずれの場合も完成期限の前日から起算して14日前までを限度とする。 

 

（３）元請負人が社会保険未加入建設業者であった場合は、ヒアリング等への対応など

の神戸市からの指示に従う。 

 

（４）契約を解除する又は違約罰を請求する旨の通知を受けた場合、契約の解除・違約

罰等の支払の手続きを行う⑪。 

 

（※１）確認書類 ただし、（＊）は受理印のあるものに限る。 

＜健康保険・厚生年金保険＞ 

・健康保険・厚生年金保険新規適用届の写し（＊） 

・保険料の領収書又は納入証明書の写し 

・標準報酬決定通知書の写し 

＜雇用保険＞ 

・雇用保険適用事業所設置届の写し（＊） 

・保険料の領収書又は納入証明書の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）の写し 

・労働保険概算・確定保険料申告書の写し 

 

〔留意事項〕 

○施工体制台帳の写しは、下請負契約を締結した場合、その都度速やかに提出すること。 

○完成期限の前日から起算して14日前までに、元請負人及び下請負人の社会保険加入状

況について神戸市が確認できない場合は、「違反あり」と認定する。これには本市が必

要な指導を行う期間がとれない場合も含まれるため、特に完成期限近くは、正確・迅

速な手続きに留意すること。 
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第 4編 Ｑ＆Ａ 

Ｑ１：社会保険とは何を指すのか。 

Ａ１：健康保険、厚生年金保険、雇用保険の３保険のことをいう。 

 

Ｑ２：対象となる建設工事とはどのようなものか。 

Ａ２：平成31年４月１日以降に、神戸市契約監理課が入札公告又は入札通知及び契約

手続きを行う建設工事が対象となる。（水道事業管理者及び交通事業管理者が締結

する工事請負契約も対象）。 

 

Ｑ３：対象となる下請負人はどのようなものか。 

Ａ３：建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項に規定する建設業者、いわゆる

「建設業許可業者」が対象となる。 

なお、全次数の下請負人が対象となる。 

 

Ｑ４：社会保険に未加入とは、どのような場合をいうのか。 

Ａ４：健康保険法、厚生年金保険法又は雇用保険法の適用を受ける事業所でありなが

ら、届出義務の不履行により、労働者が適切な社会保険に加入できない場合をい

う。 

この場合、労働者は本来加入するべきでない国民健康保険や国民年金に加入する

か無保険状態に、雇用保険は無保険状態になっていると考えられるが、処遇上、問

題である。 

また、事業主は保険料の事業主負担分を不当に免れている分、価格競争上有利と

なっていると考えられるため、問題である。 

なお、３保険のうち一つでも届出の義務を履行していないものがあれば、未加入

となる。従業員の雇用形態等により、各保険の適用が除外され、法律上の加入義務

がない場合は「適用除外」となり、神戸市発注工事の下請負人となることは問題な

い。社会保険における適用事務所の考え方は、常用雇用の従業員数や、その働き方

等によって総合的に判断されるので、正確を期すため、詳細な内容は日本年金機構

（年金事務所）や厚生労働省（公共職業安定所）に確認されたい。 

 

Ｑ５：元請負人は、下請負人の社会保険加入状況をどのように確認すればよいのか。 

Ａ５：元請負人は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」（国土交通省）を踏

まえ、下請負人の適切な保険加入範囲や保険加入の適用除外などを確認し、施工

体制台帳に記載されている全ての業者から、各保険料の領収済通知書等の写しの

提出または提示を求めたり、一般財団法人建設業情報管理センターの「経営規模

等評価結果通知書／総合評定値通知書」の画面印刷で確認したりすることにより

社会保険の加入状況を確認する。必要に応じて日本年金機構（年金事務所）や厚

生労働省（公共職業安定所）に確認されたい。 

なお、これらの確認資料は、神戸市が提示を求めることがあるので、元請負人と

下請負人ともに対応できるようにしておくこと。 
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Ｑ６：神戸市は、下請負人の社会保険加入状況をどのように確認するのか。 

Ａ６：神戸市は、施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」欄の記載により確認す

る。また、神戸市から加入指導を行った場合には、社会保険への加入が確認でき

る資料等により確認する。 

 

Ｑ７：社会保険未加入建設業者を下請負人とした場合は、いかなる場合も契約違反と

なるのか。 

Ａ７：建設業許可を有していない社会保険未加入建設業者を下請負人とすることにつ

いては、工事請負契約約款上の禁止事項ではない。 

また、建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などに

かかる下請負人については、指導の対象とはならない。 

「第1編 ４手続きフロー図（２）⑦又は⑫により「未加入」の元請負人・下請

負人がある場合」にて違反なしと判定された場合も契約違反とみなさない。 

 

Ｑ８：「特別の事情」とは、具体的にどのような場合か。 

Ａ８：「特別の事情」を有する場合とは、以下を想定している。 

・ 災害に伴う工事で緊急に行う必要がある場合 

・ 高度かつ特殊な技術、機器、設備又は技法等を必要とする工事で、特定

の者を下請負人としなければ目的を達成することができない場合 

「特別の事情」に該当するか否かについては、個々の事案が発生した際、その内容

や背景等を十分に確認した上で、元請負人からの提出資料や元請負人へのヒアリン

グにより、個別に判断する。 

 

Ｑ９：「特別の事情」の申請期間や加入指導期間等の期日の起算日はいつからか。 

Ａ９：神戸市から元請負人に対して行った通知日の翌日を起算日とする。 

 

Ｑ10：社会保険未加入建設業者を下請負人とした場合の措置は、どのようなものか。 

Ａ10：神戸市は、元請負人が社会保険未加入建設業者を元請負人または下請負人とした

場合は、元請負人に対して次の措置を行う。 

ア 社会保険未加入建設業者が元請負人または一次の下請負人である場合 

①違約罰の請求、②指名停止、③ 工事成績評定の減点、 

④契約解除，違約金の請求を行う場合もある。 

イ 社会保険未加入建設業者が二次以下の下請負人である場合 

① 違約罰の請求、② 指名停止、③ 工事成績評定の減点 

また、当該未加入建設業者が神戸市の入札参加資格を有している場合は、当該未

加入建設業者に対して、未加入状態が解消されるまでの間または３ヵ月（書類の虚

偽記載が認められれば６ヵ月）のいずれか長い方の期間について指名停止を行う。 

 

Ｑ11：社会保険の「適用除外」となる建設業者の条件は何か。 

Ａ11：健康保険及び厚生年金保険については、一人親方や常用労働者数が５人未満で

ある個人事業主は適用除外になる。雇用保険については、一人親方や個人事業
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主、役員のみの法人は適用除外になる。 

法人等の従業員であっても「国民健康保険組合」と「厚生年金保険」の組み合わせ

であれば問題ない。（法人や雇用する常用労働者が５人以上の個人事業所の従業員で

あっても、年金事務所へ必要な手続き（健康保険被保険者適用除外申請による承認）

を行って国民健康保険組合に加入している場合は、改めて協会けんぽに入り直すこ

とは求められていない。 

社会保険における適用事務所の考え方は、常用雇用の従業員数や、その働き方等

によって総合的に判断されるので、正確を期すため、詳細な内容は、元請負人の責

任において、日本年金機構（年金事務所）や厚生労働省（公共職業安定所）に問い

合わせるなどより確認されたい。 

なお、元請負人は、神戸市から指示があった場合には当該業者には各保険の届出

の義務がないことを確認した上で「特別事情等申請書（様式Ｃ）」を神戸市に提出

する必要がある。 

 

Ｑ12：適用除外の場合、加入と未加入のどちらの扱いとなるか。 

Ａ12：施工体制台帳上は「適用除外」の扱いとなるが、加入と同等の扱いとする。た

だし、元請負人は神戸市から指示があった場合は「特別事情等申請書（様式Ｃ）」

を神戸市に提出する必要がある。 

 

Ｑ13：建設業者としての社会保険の加入状況を確認するのか、それとも個々の労働者

の加入状況を確認するのか。 

Ａ13：今回の取組は、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法に基づく加入義務の

ある建設業者が、企業として適切な保険に加入しているかどうかを確認するもの

であり、個々の労働者の加入状況を確認するものではない。 

なお、法令により適用除外となる者（一人親方など）や加入企業に所属する（個

人負担保険料未納の）現場作業員を個別に排除するものではない。 

 

Ｑ14：建設業許可を有しない下請負人についても、社会保険の加入状況を確認するの

か。 

Ａ14：建設業許可を有しない下請負人についても、施工体制台帳に社会保険の加入状

況を記載する必要があるが、本対策は建設業許可を有する建設業者を対象として

いることから、建設業許可を有しない下請負人に社会保険未加入建設業者があっ

た場合であってもペナルティは適用しない。 

 

Ｑ15：未加入だった業者が社会保険に加入した場合、どのような書類をもって「確認

書類」とするのか。 

Ａ15：原則として、厚生労働省年金局、労働局、公共職業安定所から発行される次の

書類の写しを提出させることにより確認することとしている。 

＜健康保険・厚生年金保険＞ 

・健康保険・厚生年金保険新規適用届の写し（＊） 

・保険料の領収書又は納入証明書の写し 

・標準報酬決定通知書の写し 
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＜雇用保険＞ 

・雇用保険適用事業所設置届の写し（＊） 

・保険料の領収書又は納入証明書の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）の写し 

・労働保険概算・確定保険料申告書の写し 

（＊）は受理印のあるものに限る。 

 

Ｑ16：元請負人が加入だと認識していたが、下請負人の虚偽等により実は未加入であ

ったことが、後日判明した場合、元請負人はペナルティの対象となるのか。 

Ａ16：元請負人が施工体制台帳等作成時に下請負人の社会保険の加入状況をどのよう

に確認したのかなどの調査をし、個別の事情を踏まえ、総合的に判断することと

なる。調査により、元請負人が故意または過失により虚偽の記載を行ったことが

判明した場合は、元請負人は施工体制台帳等の虚偽記載に基づく指名停止等のペ

ナルティの対象となる。 

 

Ｑ17：警備業、運搬業など、建設業に関連する業種も対象になるのか。 

Ａ17：建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などにかかる

下請負人については、対象とはならない。 

※建設工事とは、土木建築に関する工事で以下のものをいう（建設業法第２

条）。 

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリー

ト工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工

事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス

工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、

電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工

事、清掃施設工事、解体工事 

 

Ｑ18：どのような場合に契約解除になるのか。 

Ａ18：例えば、未加入であることを知りながら故意に施工体制台帳に「加入」と記載し

た場合、本市の指導に非協力的な場合など悪質性が認められる場合が想定される。

具体的には個別の事情を踏まえ、総合的に判断することとなる。 
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第 5編 加入状況の確認資料（例） 

１ 適切な保険の確認シート等（国土交通省ホームページより） 
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２ 健康保険・厚生年金保険新規適用届 

（表面） 

 

（裏面） 

 

※受理印のあるものに限る。 
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３ 健康保険・厚生年金保険：保険料納入告知額・領収済額通知書 
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４ 健康保険・厚生年金保険：社会保険料納入証明書 

 

 

 

  

業者名と一致しているか確認 

事業所整理番号 事業所番号 

事業所所在地 

事業所名称 

事業主氏名 

適用年月日 
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５ 健康保険・厚生年金保険：社会保険料納入証明申請書(確認不要) 

 

証明書(４)を取得するための申請書(４)。申請者が属する年金事務所で、この様式に必要事項を記載

すれば当日発行可。(様式は日本年金機構のＨＰからダウンロードできる) 
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６ 健康保険・厚生年金保険：資格取得確認および標準報酬決定通知書 

  

業者名と一致しているか確認 
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７ 雇用保険：適用事業所設置届 

 

 

 

 

 

 

受理印が

あるか確

認 

業者名と一致しているか確認 
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８ 労働保険料等納入通知書(事業主控)／労働保険料等領収書(控え) 

（事務組合が雇用保険の手続きを行った場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分納した場合は、
複数枚になる 

領収書と額が一致す

るか確認する 
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９－１ 雇用保険：領収済通知書 (必ず９－２とセットで確認) 

 

 

 

 

 

 

 

  

９－２の額と一致しているか確認 

９－２の番号と一致しているか確認 

押印があることを確認 

何らかの数値が入っていること 
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９－２ 雇用保険：労働保険概算・確定保険料申告書(必ず９－１とセットで確認) 

 

 

 

※当申告書等がない場合は、労働局の納付証明書でも可 

 

 

 

 

９－１業者名と一致
しているか確認 

９－１の番号と一致しているか確認 

前年度に実績がなけれ
ば数値は入らない 

何らかの数値が入っ
ていること 

９－１と照合 
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１０ 雇用保険 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用) 

８ 

 

  

事業主が被保険者に渡すため無い場合がある 

業者名と一致して
いるか確認 
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（参考）厚生労働省：労働保険適用事業場検索サイト 

雇用保険の適用状況を確認することができるサイト http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D 

 

「労働保険適用事業場検索サイト」検索画面 

 

  

!!!prefix!!!_http%3A%2F%2Fchosyu-web.mhlw.go.jp%2FLIC_D
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第 6編 関係法令・工事請負契約約款条文（抜粋） 

１ 建設業法（昭和 24年法律第 100号） 

（定義） 

第２条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの

をいう。 

２ この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建

設工事の完成を請け負う営業をいう。 

３ この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 

４ この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建

設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。 

５ この法律において「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）の注文者を

いい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、

下請契約における請負人をいう。 

(建設業の許可) 

第３条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上

の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下

同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にの

み営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知

事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事（※）のみを請け負うこ

とを営業とする者は、この限りでない。 

一 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの 

二 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う一件

の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上

あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しよう

とするもの 

 

（※）建設業法施行令 

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金

の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メート

ルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工

事とする。 

２ 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請

け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分

割したときは、この限りでない。 

３ 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請

負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。 
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２ 健康保険法（大正 11年法律第 70号） 

(定義) 

第３条  

３ この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 

一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの 

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 

ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 

ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 

ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 

ホ 貨物又は旅客の運送の事業 

ヘ 貨物積卸しの事業 

ト 焼却、清掃又はとさつの事業 

チ 物の販売又は配給の事業 

リ 金融又は保険の事業 

ヌ 物の保管又は賃貸の事業 

ル 媒介周旋の事業 

ヲ 集金、案内又は広告の事業 

ワ 教育、研究又は調査の事業 

カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 

ヨ 通信又は報道の事業 

タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年

法律第八十六号)に定める更生保護事業 

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用する

もの 

（届出） 

第48条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪

失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。 

（保険料の負担及び納付義務） 

第161条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。た

だし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 

２ 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 

３ 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 

４ 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額

及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。 

第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又

は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第四十八条（第百六十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、届出をせ

ず、又は虚偽の届出をしたとき。 

三 第百六十一条第二項又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに

保険料を納付しないとき。 
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３ 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号） 

(適用事業所) 

第６条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船

舶を適用事業所とする。 

一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの 

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 

ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 

ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 

ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 

ホ 貨物又は旅客の運送の事業 

ヘ 貨物積みおろしの事業 

ト 焼却、清掃又はと
❜

殺の事業 

チ 物の販売又は配給の事業 

リ 金融又は保険の事業 

ヌ 物の保管又は賃貸の事業 

ル 媒介周旋の事業 

ヲ 集金、案内又は広告の事業 

ワ 教育、研究又は調査の事業 

カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 

ヨ 通信又は報道の事業 

タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年

法律第八十六号)に定める更生保護事業 

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員

を使用するもの 

三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶

所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定に

より船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第

五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。) 

（届出） 

第27条 適用事業所の事業主又は第10条第２項の同意をした事業主（以下単に「事業主」という。）

は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者（被保険者であつた七十歳以上の者であって当

該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの（以下「七十歳以

上の使用される者」という。）を含む。）の資格の取得及び喪失（七十歳以上の使用される者にあっ

ては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日）並び

に報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

（保険料の負担及び納付義務） 

第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 

２ 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 

第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又

は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
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二 第二十九条第二項（第三十条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、通知を

しないとき。 

三 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。 

 

４ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号） 

(適用事業) 

第５条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 

２ 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する

法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。 

（被保険者に関する届出） 

第７条 事業主（徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあ

っては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労

働者を雇用する下請負人。以下同じ。）は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労

働者に関し、当該事業主の行う適用事業（同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によって

行われる事業が一の事業とみなされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が

雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。）に係る被

保険者となったこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことその他厚生労

働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三

条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処

理する同条第三項に規定する労働保険事務組合（以下「労働保険事務組合」という。）についても、

同様とする。 

第84条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険

事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰

金に処する。 

一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 

 

５ 神戸市工事請負契約約款 

（乙の社会保険加入義務） 

第45条の３ 乙は，次の各号に掲げる届出をしていなければならない。ただし，当該届出の義務がな

い者を除く。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

(2) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

(3) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

２ 甲は，乙が前項各号に掲げる届出をしていないときは契約を解除することができる。 

３ 乙は，乙が第１項各号に掲げる届出をしていない場合は，甲の請求に基づき，契約金額（契約締

結後，契約金額を変更した場合は，変更後の契約金額とし，単価契約又は単価協定の場合は，支払

金額とする。）の 10分の１に相当する額を損害の発生の有無に関わらず，違約罰として甲の指定す

る期間内に甲に支払わなければならない。ただし，乙と契約しなければ工事の施工が困難となる場

合その他の特別の事情があると甲が認める場合を除く。 

４ 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは，乙は，当該期間を経過した日から支払

をする日までの日数に応じ，年５パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなけれ

ばならない。 
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５ 乙が共同企業体である場合は，前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構

成員」と読み替えるものとする。 

６ 前項の場合において，乙が解散されているときは，甲は，乙の代表者であった者又は構成員であ

った者に第３項又は第４項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては，乙

の代表者であった者及び構成員であった者は，連帯して第３項又は第４項の額を甲に支払わなけ

ればならない。 

７ 前各項の規定は，甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

 

 （下請負人の社会保険加入義務等） 

第45条の４ 乙は，前条第１項各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和24年法律第

100号）第２条第３項に定める建設業者をいい，当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険

未加入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。ただし，当該届出の義務がない者を除

く。 

２ 前項の規定にかかわらず，乙は，次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて，当該各号に定める

場合は，社会保険未加入建設業者を下請負人とすることができる。 

(1) 乙と直接下請契約を締結する下請負人 

次のいずれにも該当する場合 

ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他

の特別の事情があると甲が認める場合 

イ 甲の指定する期間内に当該社会保険未加入建設業者が前条第１項各号に掲げる届出をし，

当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を，乙が甲に提出した場

合 

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 

次のいずれかに該当する場合 

ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他

の特別の事情があると甲が認める場合 

イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日（甲が，乙において確認書類

を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め，当該期間を延長したとき

は，その延長後の期間）以内に，乙が当該確認書類を甲に提出した場合 

３ 甲は，乙が社会保険未加入建設業者と直接下請契約を締結したときは契約を解除することがで

きる。ただし，前項に規定する場合を除く。 

４ 前項の規定に基づき契約を解除した場合，乙は，甲の請求に基づき，契約金額（契約締結後，契

約金額を変更した場合は，変更後の契約金額とし，単価契約又は単価協定の場合は，支払金額とす

る。）の10分の１に相当する額を損害の発生の有無に関わらず，違約罰として甲の指定する期間内

に甲に支払わなければならない。 

５ 乙は，次の各号に掲げる場合は，甲の請求に基づき，損害の発生の有無に関わらず，違約罰とし

て，当該各号に定める額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1)社会保険未加入建設業者が第２項第１号に掲げる下請負人である場合において，同号アに定め

る特別の事情があると認められなかったとき又は乙が同号イに定める期間内に確認書類を提出

しなかったとき（ただし，第３項の規定により契約解除した場合を除く。） 乙が当該社会保険

未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の１に相当する額 

(2)社会保険未加入建設業者が第２項第２号に掲げる下請負人である場合において，同号アに定め
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る特別の事情があると認められず，かつ，乙が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかっ

たとき（ただし，第３項の規定により契約解除した場合を除く。） 当該社会保険未加入建設業

者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の５に相当する額 

６ 乙が第４項及び前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは，乙は，当該期間を経過した

日から支払をする日までの日数に応じ，年５パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支

払わなければならない。 

７ 乙が共同企業体である場合は，前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構

成員」と読み替えるものとする。 

８ 前項の場合において，乙が解散されているときは，甲は，乙の代表者であった者又は構成員であ

った者に第４項，第５項及び第６項の規定による支払の請求をすることができる。この場合におい

ては，乙の代表者であった者及び構成員であった者は，連帯して第４項，第５項及び第６項の額を

甲に支払わなければならない。 

９ 前各項の規定は，甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

 

（解除に伴う措置）※抜粋 

第50条 工事の完成前に契約を解除したときは，工事の出来形部分及び工事材料中検査に合格した

もので甲が承認したものは，甲の所有として引渡しを受けるものとし，甲は，引渡しを受けたもの

に相応する請負代金を乙に支払うものとする。 

４ 第44条第７項，第45条第２項，第45条の２第１項，第45条の３第２項，第45条の４第３項の規定

により契約を解除した場合においては，解除により乙が支払わなければならない違約罰の額と，第

１項の規定により甲が支払う額とを，いずれか少ない方の額の範囲内で相殺する。 

 

（甲の損害賠償請求等）※抜粋 

第50条の２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当するときは，これによって生じた損害の賠償を請

求することができる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき 

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

(3) 第47条又は第47条の２の規定により，工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ

るとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠償に代えて，乙は，前項の損害賠償に代え

て，乙は、第４条第３項に定める契約保証金又は保証金額もしくは保険金額の額を違約金として甲

の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第47条又は第47条の２の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき 

(2) 工事目的物の完成前に，乙がその債務の履行を拒否し，又は乙の責めに帰すべき事由によっ

て乙の債務について履行不能となったとき 

(3) 第44条第７項，第45条第２項，第45条の２第１項，第45条の３第２項又は第45条の４第３項

の規定によりこの契約が解除されたとき 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみ

なされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができ

ない事由によるものであるときは，第１項及び第２項の規定は適用しない。 

６ 第２項の場合において，第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が
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行われているときは，甲は，当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

 

（違約金，延滞利息等） 

第50条の３ 第44条第１項及び第３項，第45条第３項，第45条の２第４項，第45条の３第３項，並び

に第45条の４第４項及び第５項の規定による違約罰は，前条第２項に規定する損害賠償に代わる

違約金をもって充てることはできない。 

２ 第44条第４項，第45条第５項，第45条の２第５項，第45条の３第４項，並びに第45条の４第６項

に規定する延滞利息は、前条第５項に規定する遅延損害賠償金をもって充てることはできない。 

３ 甲は，前条第５項に規定する遅延損害賠償金，第44条第１項，第３項及び第４項，第45条第３項

及び第５項，第45条の２第４項及び第５項，第45条の３第３項及び第４項，並びに第45条の４第４

項から第６項までに規定する違約罰又は延滞利息を，契約金額又は第４条の契約保証金又は担保

による充当により控除することにより徴収できる。 
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第 7編 様式集 

施工体制台帳の記入例 

 

 

元請契約に係る営業所
の名称及び下請契約に
係る営業所の名称をそ
れぞれ記入 

各保険の適用を受ける営業所につい
て届出を行っている場合には「加
入」、行っていない場合は「未加
入」、従業員規模等により各保険の
適用が除外されている場合は「適用
除外」を○で囲む 

 (健康保険)(厚生年金保険)の欄には、事業所整理
記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組
合名）を記入 
一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営
業所の整理記号及び事業所番号を記入 

(雇用保険)労働保険番号も
しくは雇用保険適用事業所
番号を記載。継続事業の一
括の認可に係る営業所の場
合は、主たる営業所の労働
保険番号を記入 
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各保険の適用を受け
る営業所について届
出を行っている場合
には「加入」、行って
いない場合は「未加
入」、従業員規模等に
より各保険の適用が
除外されている場合
は「適用除外」を○
で囲む 

(健康保険)(厚生年金
保険)の欄には、事業
所整理記号及び事業
所番号（健康保険組
合にあっては組合
名）を記入 
一括適用の承認に係
る営業所の場合は、
主たる営業所の整理
記号及び事業所番号
を記入 



43 

様式Ａ【神戸市契約等からの暴力団関係者排除、労働者の適正な労働条件に係る誓約書(元請用)】 

神戸市契約等からの暴力団関係者排除、労働者の適正な労働条件に係る誓約書(元請用) 

神戸市発注工事名                            

令和  年  月  日 
      

神戸市長       様  
（神戸市水道事業管理者 様） 
（神戸市交通事業管理者 様） 

住    所                           
氏名又は名称                          
及び代表者名                      

 
私は、神戸市が「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」（以下「暴力団等排除要綱」という。）

に基づき、貴市が行うすべての契約等から暴力団等を排除していることを認識し、また、神戸市の発注する業務に従
事する労働者の適正な労働条件を確保したうえで、契約の締結を行うとともに、下記のとおり誓約いたします。 
なお、これらの事項に反する場合、契約解除や違約罰・損害賠償請求、指名停止等、貴市が行う一切の措置につい

て異議の申し立てを行いません。 
 また、下請負人（一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。以下同じ。）又は原材料の購入契約その他本工
事請負契約の履行に関連する契約の相手方（以下、「下請負人等」という。）に対し、これら及び下記の事項を遵守
させることを誓約いたします。 

記 
 
１ 暴力団等の排除に関すること 
(1) 暴力団等排除要綱第５条第１項各号のいずれにも該当しません。 
(2) 暴力団等排除要綱第５条第１項各号に該当する事由の有無を確認するため県警へ照会を行うことに合意し、貴市
の求めに応じ速やかに役員等名簿の提出を行います。 

(3) 暴力団等排除要綱第５条第１項各号に該当する者を下請負人等としません。また、県警への照会の結果又は県警
からの通報により、下請負人等が暴力団等排除要綱第５条第１項各号のいずれかに該当することが明らかになった
場合には、元請負人、及び当該下請負人等を下請負人等とする者の責任において当該下請負人等との契約を速やか
に解除します。また、貴市の求める期限内に当該下請負人等との契約の解除ができない場合には、契約解除や損害
賠償請求等、貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 

(4) 下請負人等との契約を含む標記の工事請負契約に係る一連の手続きにおいて、事務の連絡を行う者その他の関係
者等に関して貴市が県警照会の必要性を認めた場合、関係者に対して本誓約書の趣旨を説明の上で関係者より誓約
書及び役員等名簿の提出を求め、速やかに貴市に対して提供を行います。 

(5) 暴力団等排除要綱第５条第１項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、県警からの回答等の内容
について、外郭団体等を含む貴市関係部局が情報を共有すること、並びに暴力団等排除要綱に従い措置対象者名等
について公表を行うことについて承諾します。 

 
２ 適正な労働条件の確保に関すること 
(1) 標記の工事請負契約に関わっている労働者に対し、別表に掲げる労働関係法令を遵守します。 
(2) 標記の工事請負契約にかかる業務の一部を他の者に行わせようとする場合にあっては、別表に掲げる労働関係法
令の遵守を誓約した者を受託者とします（一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。）。また、施工体制台
帳は下請負人等と協力し元請負人が責任をもって資料等を確認の上作成し、下請契約締結後速やかに提出するほ
か、貴市の指導により求められた資料は指定された期限までに貴市に提出するなど「建設工事における社会保険未
加入対策に係る事務処理要領（平成31年3月20日行財契第1423号通知）」を遵守します。 

(3) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、労働者の適正な労働条件を確保す
るために必要な措置を講じます。 

(4) 標記の工事請負契約に基づく業務において､最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致され
たとき、また、元請及び下請負人（二次以下を含む）が社会保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）に加入し
ていないと貴市が認めたときに貴市が行う本契約の解除、違約罰等の請求、指名停止その他貴市が行う一切の措置
について異議を唱えません。 

 
別表（誓約事項２(1)(2)関係） 
労働関係法令 
（１）労働基準法（昭和22年法律第49号） 
（２）労働組合法（昭和24年法律第174号） 
（３）最低賃金法（昭和34年法律第137号） 
（４）労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 
（５）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号） 
（６）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号） 
（７）短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成5年法律第76号） 
（８）労働契約法（平成19年法律第128号） 
（９）健康保険法(大正11年法律第70号) 
（10）厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 
（11）雇用保険法(昭和49年法律第116号) 
（12）労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号) 
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様式Ｂ【神戸市契約等からの暴力団関係者排除、労働者の適正な労働条件に係る誓約書(下請用)】 

神戸市契約等からの暴力団関係者排除、労働者の適正な労働条件に係る誓約書(下請用) 
契約番号    －     
神戸市発注工事名              
元請負人住所                 
氏名又は名称                
及び代表者名                

平成 年 月 日 
令和      

神戸市長       様  
（神戸市水道事業管理者 様） 
（神戸市交通事業管理者 様） 

住    所                           
氏名又は名称                          
及び代表者名                      

 
私は、神戸市が「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」（以下「暴力団等排除要綱」という。）に基
づき、貴市が行うすべての契約等からの暴力団等を排除していることを認識したうえで、標記の工事請負契約（以下、
「本工事請負契約」という。）に係る元請負人又は下請負人（一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。以下同
じ。）又は原材料の購入契約その他本工事請負契約の履行に関連する契約の相手方(以下、「下請負人等」という。)と契
約の締結を行うとともに、下記のとおり誓約いたします。 
また、神戸市の発注する業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保したうえで、契約の締結を行うとともに、下
記のとおり誓約いたします。 
なお、これらの事項に反する場合、契約解除や違約罰・損害賠償請求、指名停止等、貴市が行う一切の措置について
異議の申し立てを行いません。 
 

記 
 
１ 暴力団等の排除に関すること 
(1) 暴力団等排除要綱第５条第１項各号のいずれにも該当しません。 
(2) 暴力団等排除要綱第５条第１項各号に該当する事由の有無を確認するため県警へ照会を行うことに合意し、貴市
の求めに応じ速やかに役員等名簿の提出を行います。 

(3) 暴力団等排除要綱第５条第１項各号に該当する者を自らの下請負人等としません。また、県警への照会の結果又
は県警からの通報により、下請負人等が暴力団等排除要綱第５条第１項各号のいずれかに該当することが明らかに
なった場合には、自らの責任において当該下請負人等との契約を速やかに解除します。また、貴市の求める期限内
に当該下請負人等との契約の解除ができない場合には、貴市の指示による契約解除等、一切の措置について異議の
申し立てを行いません。 

(4) 契約に係る一連の手続きにおいて、締結しようとしている契約についての事務の連絡を行う者その他の関係者等
に関して貴市が県警照会の必要性を認めた場合、関係者に対して当該誓約書の趣旨を説明の上で関係者より誓約書
及び役員等名簿の提出を求め、速やかに貴市に対して提供を行います。 

(5) 暴力団等排除要綱第５条第１項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、当該下請負人等との契約
を速やかに解除します。 

また、県警からの回答等の内容について、外郭団体等を含む神戸市関係部局が情報を共有すること、並びに暴力
団等排除要綱に基づき措置対象者名等について公表を行うことについて承諾します。 

 
２ 適正な労働条件の確保に関すること 
(1) 本工事請負契約に関わっている労働者に対し、別表に掲げる労働関係法令を遵守します。 
(2) 本工事請負契約にかかる業務の一部を他の者に行わせようとする場合にあっては、別表に掲げる労働関係法令
の遵守を誓約した者を受託者とします（二次下請以降すべての下請負人を含む。）。また、元請が責任をもって
資料等を確認の上作成し下請契約締結後速やかに提出する施工体制台帳の作成に協力するほか、貴市の指導によ
り元請を通じて求められた資料は指定された期限までに間に合うよう元請に提出するなど「建設工事における社
会保険未加入対策に係る事務処理要領（平成31年3月20日行財契第1423号通知）」を遵守します。 

(3) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、労働者の適正な労働条件を確保
するために必要な措置を講じます。 

(4) 本工事請負契約に基づく業務において､最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたと
き、また、元請及び下請負人（二次以下を含む）が社会保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）に加入して
いないと貴市が認めたときに貴市が行う本契約の解除、違約罰等の請求、指名停止その他貴市が行う一切の措置
について異議を唱えません。 

 
別表（誓約事項２(1)(2)関係） 
労働関係法令 
（１）労働基準法（昭和22年法律第49号）（２）労働組合法（昭和24年法律第174号）（３）最低賃金法（昭和34年
法律第137号） 

（４）労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）（５）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関
する法律（昭和47年法律第113号） 

（６）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号） 
（７）短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成5年法律第76号）（８）労働契約法（平成19年法律第
128号） 

（９）健康保険法(大正11年法律第70号)（10）厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)（11）雇用保険法(昭和49年
法律第116号) 

（12）労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号) 
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様式Ｃ【特別事情等申請書】 

 年 月 日 

（甲） 

神戸市長様 

（神戸市水道・交通事業管理者様） 

（乙） 

住    所          

氏名又は名称         

及び代表者名           印 
 

特別事情等申請書 

 年 月 日付けにて契約を締結した｢○○工事｣における（当社・下請負人である

｢（建設業者名）｣）については、下記の事情であることを申し立てます。 

この申し立てが虚偽であり、又はこの申し立てに反したことにより、甲が行う一切

の措置について異議を一切申立てません。 
 

１ ○○法第○○条に規定する届出の義務はないことを確認しました。 

（１）健康保険及び厚生年金保険について（該当する□欄にチェックしてください。） 

□常用雇用される者が５人未満の個人事業所のため。 

□○年○月○日、関係機関(○○年金事務所○○課○○氏)に問い合わせを行い、以下

の理由で届出の義務がないことを確認しました。 

 

 
 
（２）雇用保険について（該当する□欄にチェックしてください。） 

□雇用保険の加入対象となる労働者がいないため。 

□○年○月○日、関係機関(ハローワーク○○ △△課○○氏)に問い合わせを行い、

以下の理由で届出の義務がないことを確認しました。 

 

 
 
２ 工事請負契約約款第 45 条の 4 第 2 項第（1，2）号①に定める特別の事情を有しま

す。 

（具体的な特別の事情） 

  ○○のため 
 

３ 工事請負契約約款第 45 条の 4 第 2 項第（1，2）号①に定める特別の事情はありま

せん。 
 

４ ○○法第○○条に規定する届出を〔行った、行っていた〕。 

（当該社会保険への加入が確認できる書類を添付すること。） 

 

(注)下線部は、次から該当するものを記載すること。 

｢健康保険法第 48 条｣｢厚生年金保険法第 27 条｣｢雇用保険法第７条｣ 



46 

 

様式Ｄ【指導期限の延長申請】 

 年 月 日 

神戸市長 様 

○○建設株式会社 

代表取締役 △△△△ 

 

下請負人の社会保険加入状況の確認にかかる期限の延長について 

 

○年○月○日を発議年月日とする工事打合簿により指示を受けた見出しについて、

下記の通り必要書類の提出期限の延長を申請します。 

記 

１ 現在の提出期限   ○年○月○日 

 

２ 希望する提出期限  ○年○月○日 

 

３ 延長を希望する理由 

 

 

４ これまでの対応経過 

 

 

〔参考〕必要書類の提出期限 

(1) 原則、指示日の翌日から起算して 30 日以内の期日。 

(2) 元請負人が、当該社会保険未加入建設業者に対して文書による指導を行うなど適切な指導を行

っていると認められる場合は、二次の下請負人は指示日の翌日から起算して 60 日、三次以下の下

請負人は指示日の翌日から起算して 90日まで期日を延長可能とする。 

(3) 但し、完成期限の前日から起算して 14日前までとする。 

以上 

○年○月○日 

○○建設株式会社代表取締役 △△△△様 

神戸市長 

□ 貴社より申請のあった下請負人の社会保険加入状況の確認にかかる期限の延長に

ついては、○年○月○日までの延長を認めます。 

□ 貴社より申請のあった下請負人の社会保険加入状況の確認にかかる期限の延長に

ついては、認めません。 
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工事打合簿（記載例） 

様式-10 

工 事 打 合 簿 

発 議 者 □ 発注者 □ 請負人 発議年月日   年  月  日 

発議事項 □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他( ) 

工 事 名  

（内容） 

○年○月○日、施工体制台帳を確認した結果、下請負人の○○建設 

が社会保険未加入建設業者であることが確認されました。 

 そのため、工事請負契約約款第４５条の４の規定に基づき、以下のいずれか 

の措置をとり、必要書類を本市に提出するよう指示します。 

Ａ当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければならない特別の事情等 

を記載した特別事情等申請書（様式Ｃ）を、○年○月○日までに提出する。 

Ｂ①社会保険未加入建設業者である下請負人に対して社会保険の加入指導を行 

い、○年○月○日までに施工体制台帳の訂正分の写し及び社会保険に加入し 

たことが確認できる書類を提出する。 

Ｂ②（低入札価格調査を実施した工事請負契約の一次下請負人以外の場合かつ 

工事の進捗上支障のない場合） 

下請負人を社会保険に加入している建設業者に変更し、○年○月○日までに 

施工体制台帳の写し及び社会保険に加入していることが確認できる書類を提出す 

る。 

また、期日までに必要書類を提出しない場合には、同条第１項の規定に違反する 

ことになります。 

 添付図  葉、その他添付図書 

処
理
・
回
答 

発
注
者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

             □その他（  ） 

                                            年 月 日 

請
負
人 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

             □その他（  ） 

                                            年 月 日 

 

                          （請 負 業 者 名） 

 

 

 

 

 

総 括 

監督員 

主 任 

監督員 

担 当 

監督員 

 

現 場 

代理人 

主任(監理) 

技術者 
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様式１【特別の事情等の確認結果】 

文書番号 

 年 月 日 

 

○○建設株式会社 

代表取締役 △△△△ 様 
 

神戸市長 

 

工事請負契約約款第○条の○第１項に定める 

下請負人の社会保険加入状況の確認結果について 

 

○年○月○日付けで貴社と契約締結した「○○工事」については、下請負人である「◇

◇工業」が○○法第○条の規定による届出をしていないことが確認されたことを受け、

○年○月○日付けで貴社から提出のあった資料（及び○年○月○日に実施したヒアリン

グ結果）に基づき審査したところ、下記のとおり認めます。 

 

記 

 

□ 提出を受けた特別事情等申請書（様式Ｃ）により◇◇工業を下請負人としなければ

ならない特別の事情等があることを確認しました。 

 

□ ◇◇工業が社会保険に加入したことを貴社から提出のあった資料から確認しまし

た。 

 

□ 下請負人を◇◇工業から社会保険に加入している建設業者である下請負人△△建

設に変更したことを施工体制台帳により確認しました。 

 

□ ◇◇工業が社会保険の適用除外であることを貴社から提出のあった特別事情等申

請書（様式Ｃ）により確認しました。 

 

 

 

以上 
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様式２【請負契約審査会事務局への報告】 

文書番号 

 年 月 日 

行財政局 

契約監理課長 様 

工事監督担当課 

○○課長 ○○ 

 

工事請負契約約款第 45 条の〔３・４〕（〔元請負人・下請負人〕の社会保険加入義務） 

の違反について（報告） 

 

○年○月○日付けで○社と契約締結した「○工事」については、〔元請負人・下請負

人〕である「◇◇工業」が○法第○条の規定による届出をしていないことが確認され

ました。 

〔以下は、下請負人の場合〕 

そのため、○年○月○日付けで、○社に対して、当該社会保険未加入建設業者に関

する是正措置等を行うよう指示しましたが、その結果以下の状況であることが確認さ

れましたので報告いたします。 

 

記 

 

□ 提出を受けた特別事情等申請書（様式Ｃ）によっても◇◇工業を下請負人としなけ

ればならない特別の事情があることを確認できませんでした。 

 

□ ◇◇工業が社会保険に加入したこと、又は下請負人を変更したことを確認できませ

んでした。 

 

□ 指定した期日までに指示した必要書類の提出がありませんでした。 

 

□ 提出された施工体制台帳に社会保険について「未加入」の記載が確認されました。 

以上 

〈添付資料〉※提出する書類の一覧を記載 

○施工体制台帳の写し（当初、変更後） 

○特別事情等申請書（様式Ｃ） 

○打合せ簿（指示） 

○社会保険に加入していることを確認する書類 

＜健康保険・厚生年金保険＞ 

・健康保険・厚生年金保険新規適用届の写し（＊） 

・保険料の領収書又は納入証明書の写し 

・標準報酬決定通知書の写し 

＜雇用保険＞ 

・雇用保険適用事業所設置届の写し（＊） 

・保険料の領収書又は納入証明書の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）の写し 

・労働保険概算・確定保険料申告書の写し  
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様式３【請負契約審査会等の検討・審査結果の報告】 

文書番号 

 年 月 日 

行財政局契約監理課長様 

工事監督課 ○○局○部○課長様 

工事要求課 ○○局○部○課長様 

建設局技術管理課長様（土木技術管理委員会事務局） 

建設局下水道部施設課長様（プラント技術管理委員会事務局） 

建築住宅局技術管理課長様（建築技術管理委員会事務局） 

神戸市請負契約審査会委員長 

 （行財政局契約監理課長（神戸市請負契約審査会事務局）） 

 

工事請負契約約款第４５条の３・４（〔請負人・下請負人〕の社会保険加入義務） 

に関する審議結果について（報告）及び技術管理委員会通知について（依頼） 

 

○年○月○日付けで契約締結した「○○工事」については、〔元請負人・下請負人〕

である「◇◇工業（所在地：○○市○○区○○町１－１－１、代表者：○○）」が○法

第○条の規定による届出をしていないと工事監督担当課長より報告があったため、（○

年○月○日に当審査会にて）（審議・審査）した結果、下記の結果となったことを報告

します。 

つきましては、各課においてこの結果を踏まえた必要な措置をとってください。 

（技術管理委員会事務局においては、各局工事担当課に対し、手持ち工事の下請負

人に当該違反者がある場合、当該工事の元請負人に対して本事務処理要領に定める指

導を行うよう通知をお願いいたします。） 

 

記 

 

□ 工事請負契約約款第４５条の〔３・４〕第１項に対する違反事実を認定した。 

 

□ 工事請負契約約款第４５条の〔３・４〕第１項に対する違反事実は認められなかっ

た。 

 

〈認定内容〉 

 

 

 

 

 

 

以上 
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様式４【契約解除】 

文書番号 

 年 月 日 

 

○○建設株式会社 

代表取締役 △△△△ 様 
 

神戸市長 

 

工事請負契約約款〔第４５条の３第２項・第４５条の４第３項〕の規定に基づく 

契約の解除について 

 

○年○月○日付けで貴社と契約締結した「○○工事」については、〔貴社・下請であ

る「◇◇工業」〕が○法第○条の規定による届出をしていないことが確認されました。 

（下請負人の場合）そのため、○年○月○日付けで、貴社に対して、必要な措置を

とるように通知しましたが、工事請負契約約款第４５条の４第１項違反の状況が是正

されませんでした。 

つきましては、工事請負契約約款〔第４５条の３第２項・第４５条の４第３項〕の

規定に基づき、貴社との契約を解除します。 

また、契約解除に伴う違約金については、別途請求することを申し添えます。 
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様式５【違約罰予告】 

文書番号 

 年 月 日 

 

○○建設株式会社 

代表取締役 △△△△ 様 
 

神戸市長 

 

工事請負契約約款〔第４５条の３第３項・第４５条の４第４・５項〕に定める 

違約罰の請求の予告について 

 

○年○月○日付けで貴社と契約締結した「○○工事」については、〔貴社・下請負人

である「◇◇工業」〕が○法第○条の規定による届出をしていないことが確認されまし

た。 

（下請負人の場合）そのため、○年○月○日付けで、貴社に対して、必要な措置を

とるように通知しましたが、工事請負契約約款第４５条の４第１項違反の状況が是正

されませんでした。 

ついては、工事請負契約約款第４５条の〔３・４〕第〔３・４・５〕項の規定に基

づき、契約金額の 100 分の 10（「◇◇工業」が○次下請である「▽▽組」と締結した下

請契約の最終の請負代金の額の 100 分の５）に相当する額につき、違約罰の請求を行

うこととなりますので、予め連絡いたします。 
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様式６【工事要求課への通知】 

○年○月○日 

工事要求課 

○○局○○部○○課長様 

行財政局契約監理課長 

 

工事請負契約約款第４５条の〔３・４〕第１項違反に係る違約罰の請求について（依

頼） 

 

１ 対象工事 

○○工事 

 

２ 概要 

○年○月○日、当該工事の施工体制台帳等を確認したところ、受注者（株）○○建

設は、工事請負契約約款第４５条の〔３・４〕第１項の規定に違反して〔、○○保険

に加入していない（株）○○組を下請負人として〕いた。 

（下請負人の場合）このため、（株）○○建設に対して、○年○月○日付けで、必要

な措置をとるように通知しましたが、工事請負契約約款第４５条の４第１項違反の状

況が是正されなかった。 

これを踏まえ、工事請負契約約款第４５条の〔３・４〕第〔３・４・５〕項に定め

る違約罰の請求にかかる事務処理を依頼します。 

 

３ 経過 

1 契約日 ○年○月○日 

2 工期 ○年○月○日～ 

○年○月○日 

3 契約の相手方（元請負人） （株）○○建設 

4 社会保険未加入建設業者の下請負人 （株）○○組 

5 工事監督課による是正措置の実施日 ○年○月○日 

6 元請負人からの是正措置の報告日 ○年○月○日 

7 請負契約審査会の開催日（元請負人へのヒ

アリング日） 

○年○月○日 

8 （株）○○組とその注文者である△△建設

の最終的な契約金額 

○○円 

9 違約罰の額 ○○円×○％＝○○円 

 

以上 

 

担当：契約監理課○○係(内線○○) 
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様式７【技術管理委員会から工事担当課への通知】 

○年○月○日 

各局工事担当課長様 

 

建設局技術管理課長（土木技術管理委員会事務局） 

建設局下水道部施設課長（プラント技術管理委員会事務局） 

建築住宅局技術管理課長（建築技術管理委員会事務局） 

 

社会保険未加入対策にかかる対応について（通知） 

 

１ 対象事業者 

○○建設株式会社 

所在地：○○市○○区○○町１－１－１ 

代表者：○○ 

 

２ 通知内容 

□ ○上記１の対象事業者については、○○工事において、工事請負契約約款第４５

条の〔３・４〕第１項各号に規定の社会保険〔健康保険・厚生年金保険・雇用

保険〕に〔未加入である・未加入の疑いがある〕ことが確認されています。 

○このため、貴課所管の建設工事（行財政局契約監理課が契約手続を行う建設工事

（水道局、交通局にて契約手続を行う建設工事を含む。））において、○○建設が

元請負人または下請負人となっている場合には、建設工事における社会保険未加

入対策に係る事務処理要領（平成 31 年 3 月 20 日行財契第 1423 号通知）に基づ

く指導を行うよう依頼します。 

 

□ ○上記１の対象事業者については、○○工事において、工事請負契約約款第４５

条の〔３・４〕第１項各号に規定の社会保険（健康保険・厚生年金補年・雇用

保険）に〔未加入である・未加入の疑いがある〕ことが確認され、担当する工

事担当課による指導が行われていましたが、その結果○年○月○日に社会保険

〔健康保険・厚生年金保険・雇用保険〕に加入手続きをとったことが確認でき

ました。 

○このため、貴課所管の建設工事において対象事業者に対して打合せ簿により指導

を行っている場合は、この通知により対象事業者が〔健康保険・厚生年金保険・

雇用保険〕に加入したものとして取り扱い、元請負人に対して「様式１【特別の

事情等の確認結果】」を交付してください。 

 

以上 

 

担当：○○課○○係(内線○○) 

 


